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第13回全日本ホルスタイン共進会 部別出品内訳

ホルスタイン種雌牛 母牛が検定成績証明 平成２２年　７月　１日から

(後代検定娘牛) 申込中又は証明済み 平成２２年　９月３０日まで

平成２２年　８月　１日から

平成２２年　９月３０日まで

平成２２年　６月　１日から

平成２２年　７月３1日まで

平成２２年　４月　１日から

平成２２年　５月３1日まで

平成２２年　２月　１日から

平成２２年　３月３１日まで

平成２１年１２月　１日から

平成２２年　１月３１日まで

ホルスタイン種雌牛 本牛が検定成績証明

(後代検定娘牛) 申込中又は証明済み

〃 平成１９年１０月　１日から

(後代検定娘牛) 平成２０年　９月３０日まで

３０月未満 本牛が検定成績証明

(２歳ジュニア) 申込中

３０月以上３６月未満 本牛が検定成績証明 平成２０年１０月　１日から

(２歳シニア) 申込中又は証明済み 平成２１年　３月３１日まで

３６月以上４２月未満 平成２０年　４月　１日から

(３歳ジュニア) 平成２０年　９月３０日まで

４２月以上４８月未満 平成１９年１０月　１日から

(３歳シニア) 平成２０年　３月３1日まで

本牛が検定成績証明 平成１８年１０月　１日から

済み 平成１９年　９月３０日まで

平成１７年１０月　１日から

平成１８年　９月３０日まで

母牛が検定成績証明 平成２２年　５月　１日から

申込中又は証明済み 平成２２年　９月３０日まで

平成２１年１２月　１日から

平成２２年　４月３０日まで

本牛が検定成績証明

申込中又は証明済み

〃　(48月以上は検定

成績証明済み)

５．ジャージー種の出品牛は、出品者が２３年９月３０日まで引き続き６月以上所有し、飼養しているもの。
６．未経産牛で生後２０か月以上のものは、妊娠確実であるもの。１８０日以上で早流産したものは経産牛とみなす。

２．出品牛は国内産で血統登録牛（受精卵移植による生産牛は、登録時所有者が居住する都道府県を産地とする）。

３．第１～１２部出品牛は自県産で、出品者が２３年９月３０日まで引き続き６月以上所有し、飼養しているもの。ただし、

　  後代検定娘牛の部(第１、７，８部)出品牛は自県産で、出品者が所有していれば、飼養期間は特に設けない。 　　　　       

４．第１３～１５部出品牛は、出品者が２３年９月３０日まで引き続き1年以上所有し、飼養しているもの。

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

生 年 月 日 の 範 囲検　定　条　件

〃

〃

第９部 ホルスタイン種雌牛 平成２１年　４月　１日以降

経　産

〃

〃

第７部

３歳以上４歳未満　第８部

平成２０年１０月　１日以降

〃

〃

〃

第11部

第10部

４歳以上５歳未満

５歳以上６歳未満

６歳以上

〃 〃

〃

〃

〃

１６月以上１８月未満

１８月以上２０月未満〃

２０月以上２２月未満〃

〃

〃第５部

〃

経　産

未経産

〃

〃

〃

〃第12部

〃

〃

ホルスタイン種雌牛

第３部

第４部

第１部

第２部 １２月以上１４月未満

１４月以上１６月未満

未経産

〃

部　別 区　　　　　　　　　　　　　　　　別

第15部 〃 平成１７年　９月３０日以前

第13部

第６部

３歳未満　

１２月以上１５月未満

〃

ジャージー種雌牛

１．出品区分の基礎となる年齢は、平成２３年９月３０日をもって算定する。

〃

第16部

第19部 〃 ３６月以上　

平成２０年１０月　１日以降

平成２０年  ９月３０日以前

　（平成２２年６月１８日制定）

第18部 〃 ３６月未満　

１２月以上１７月未満

１７月以上２２月未満 〃第17部 〃

第14部


	出品区分表○

